












⑦令和２年１２月号

相談窓口

こころの傾聴テレフォン

自殺予防のいのちの電話

よりそいホットライン

電話番号

０５９－２２３－５２７３

０５９－２２１－２５２５

０１２０－２７９－３３８

平日：10 時から 16 時  
（祝日、年末年始は除く）

毎日：18 時から 23 時

毎日：24 時間通話無料

時間等

こころこころのストレスストレスありませんか？

それでもつらいときは悩まずご相談ください！

松阪労働基準監督署でも発令中

発令期間　令和２年１０月１４日～令和２年１２月３１日の７９日間

「アンダー２４０　労災死亡事故多発警報」

こころのストレスを感じたら
決まった時間に寝る、食べる、着替えるなど毎日の基本的なリズムを崩さない。

気分が落ち込む あまり眠れない

仕事に行きたくない食事が美味しくない

情報の集めすぎはかえってストレスになります。新しい情報に触れるのは１日２回までに。

友人や親族などとの会話で気持ちを伝えてみましょう。直接会えないときは、電話などで。

役場町民福祉課へもご相談ください。

松阪労働基準監督署　安全衛生課　　0598-51-0015

役場町民福祉課　　　0598-82-3783 0598-82-2202 odai-hukushi@odaitown.jp

労災死亡事故０を目指しています！
　令和２年 10 月５日時点において、労災死亡事故発生は、三重県内で 14 人、昨年同期と比較

して５人増加し、前年を上回るペースで推移しています。松阪・多気地区においても４人と、

昨年同期と比較して３人増加し、すでに前年を大幅に上回っています。特に、三重県内および

松阪・多気地区ともに交通事故および墜落災害が多くを占めています。

　このため、三重労働局は、１０月５日「労災死亡事故多発緊急事態宣言」を発令しました。

　事業者および労働者の皆様におかれましては、労働災害防止の取り組みを一層強化していた
だくようお願いいたします。

「
発
令
！

スローガン
～７９日間の挑戦　ナクそう労災死亡事故　松阪・多気～
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ちゃん

ゆいな

（下三瀬）

伴成さん、有紀さんの

お子さん

前納　唯乃

一歳のお誕生日

おめでとう！

沢山食べて

元気いっぱい

成長してね！

お め で と う １ 歳

　あと少しで、１年も終わりですね。みなさんは、ジャネーの法則をご存知ですか？

　この法則は、年齢を重ねるごとに時間が過ぎるのは早く感じ、20歳から80歳までの体感時間と0歳から20

歳までの体感時間は同じというものだそうです。なので毎年、今年は去年よりも早かったと思うのですね。

あと少しで
あとがき

朝日堂印刷

0 企画課

村田慧介

えま

（佐原）

剛康さん、磨由さんの

お子さん

古田　恵麻

1 歳おめでとう！

お姉ちゃんと

仲良く元気いっぱい

育ってね♪

ちゃん

令和３年度償却資産申告のご案内 宝くじの助成金で遊具を整備しました！
　令和３年１月１日現在、大台町内に固定資産税の
対象となる償却資産（事業の用に供する構築物、建
物付属設備、機械、工具、器具および備品等、土地
及び家屋以外の減価償却できる資産）を所有されて
いる法人および個人の方は、地方税法第 383 条の
規定により、償却資産申告書の提出が必要です。

　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの
社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を
財源にコミュニティ助成事業を行っています。
　令和 2 年度一般コミュニティ助成事業により、
粟生区自治会が粟生公民館横の広場にシーソーと
ブランコを整備しました。

〇申告期間
　令和３年１月４日　から令和３年２月１日

〇提出先
　役場税務課、宮川総合支所、各出張所

〇提出していただくもの
　償却資産申告書、種類別明細書
※個人の方が所有する 10ｋW以上の家庭用以外
　の太陽光発電設備も申告の対象となります。
※詳細は役場税務課にお問い合わせください。

〇郵送の場合
　〒519-2404　大台町佐原 750　大台町税務課宛

役場税務課　　0598-82-3784

訂正とお詫び

　広報おおだい 11 月号表紙の 9 月末日世帯数につい
て誤りがありましたので訂正しお詫び申し上げます。

誤：町のうごき　「４,１１２世帯」
正：町のうごき　「４,１６２世帯」
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